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第３次備前市総合計画の後期期計画及び 

第３期備前市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について（進め方） 

 

１ 現計画・戦略の位置づけ 

（１）備前市総合計画とは 

○ 本市の最上位に位置づけられる計画であり、まちの将来像やまちづくりの方向

性を示した「基本構想（10年間）」と、それを達成するために必要な取組を示

した「基本計画（前期４年間・後期４年間）」から構成されている。 

○ 今回は、令和７年度からの後期４年間の取組みについて策定する。 

○ 基本計画の計画期間は市長任期と連動しており、後期計画は次の市長の政策意

向を反映した上で策定する予定である。 

 

 

（２）備前市まち・ひと・しごと創生総合戦略とは 

○ まち・ひと・しごと創生法に基づき、人口の現状と将来展望を踏まえつつ、①

地方に仕事をつくる、②人の流れをつくる、③結婚・出産・子育ての希望をか

なえる、④魅力的な地域をつくるという４つの取組を進めることを目的とした

戦略である。 

○ なお、現戦略の策定後に国の地方創生の方針として、デジタルの力を活用して

取組の充実を図ることが示されている。 

○ また、取組を計画的に推進するために施策ごとに数値目標や重要業績評価指標

（KPI）を設定することが求められている。 

 

（３）総合計画と総合戦略の関係性 

○ 総合戦略と総合計画のまちづくりの方向性は同一であり、総合戦略の取組（人

口減少・地方創生への対応、デジタルの活用、数値目標の設定）は、総合計画

の取組に包含されていることから、２つを一体的に策定している。 

○ 後期計画及び次期戦略についても２つを一体的に策定する予定である。 

今回の策定対象 
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２ 後期計画及び次期戦略策定の考え方 

（１）策定の考え方 

○ 現基本構想で掲げる「豊かな“自然と文化”、魅力あふれる“まち”、活気あ

る“ひと”それが備前」は、総合計画の期間（令和３年度～令和12年度）全体

を通して目指すべき姿であることから、基本的な考え方や枠組みは引き続き継

承することとし、下表の政策及び施策の体系は原則として従前のとおりとする。 

 

○ 基本構想は、基本的に現在の表現を踏襲するが、人口推計の見直しのほか、必

要な表現や数値、統計資料等の修正・更新を行う。 
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○ 基本計画（後期計画）は、社会・経済情勢の変化、取組実績や行政評価、市民

アンケート、審議会やワークショップでの意見等を踏まえて、各施策の課題や

取組について見直しを行う。 

○ 施策及び取組の進捗状況が適切に検証できるように数値目標についても必要

に応じて見直しを行う。 

 

  

数値目標の見直し 

現状と課題の見直し 

数値目標の見直し 

課題と取組の見直し 

アンケートやワークショップ等の意見を反映 
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（２）策定に際して意識すべきポイント（参考資料「備前市人口の現状と推計」を参照） 

急速に進行する人口減少・少子高齢化への対応が最重要課題であり、 

○ 若者や女性に選ばれる“まち”をつくるという視点と 

一方、2050年の本市人口が16,553人と推計されていることを踏まえて 

○ 人口減少の社会に適応するまちづくりに取り組む視点 

の２つを意識しながら具体の策定に取り組むことが必要ではないか。 

 

３ 策定体制 

        提案・議決        諮問・答申 

                  

 

           協議・指示 

                     

 

           立案・報告 

                       

 

 

４ 策定スケジュール 

時 期 項 目 内  容 

令和６年１２月 第１回振興計画審議会 策定の進め方等 

令和７年 １月 市民ワークショップ ①防災、②健康、③若者・女性 

     ３月 第２回振興計画審議会 策定に向けた論点整理等 

     ６月 市民意識調査  

     ７月 第３回振興計画審議会 原案の審議 

     ８月 第４回振興計画審議会 見直し案の審議 

     ９月 第５回振興計画審議会 答申案の協議 

    １０月 審議会答申  

    １１月 議会上程  

 

市 長 振興計画審議会 

（産官学金労言） 

・学識経験者 

・各団体代表者 

・公募市民 

担当部局で策定 

（企画課取りまとめ） 

庁 議 

議 会 


